
国家資格等のオンライン・デジタル化について

R7.5.9　デジタル庁　提出資料
弁護士等による各種証明書の職務上請求の電子化
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資格保有者等

資格管理者等

住基全国サーバ

施策１：オンライン申請等の実現
マイナポータルや公的個人認証の活用による
①申請手続きのデジタル化・オンライン化
②厳格な本人確認  等の実現

データ連携

施策２：住基ネット・戸籍等との連携
住基ネット・戸籍との連携により
①添付書類の省略や変更手続きの省略
②登録情報の真正性・正確性の確保 等の実現

実現イメージ

J-LIS 法務省

施策３：資格情報提示等のデジタル化
マイナポータルAPI等の活用により、
①スマホ等に資格情報を表示
②自身の資格情報の提供 等の実現

マイナンバー連携
住所・死亡情報等の連携

資格データ

オンライン申請
-資格登録申請

-登録事項変更申請

-登録抹消申請

-受験申請…etc

各種お知らせ
-資格更新手続の案内

-申請不備通知…etc

資格情報提供
-デジタル証の表示

-資格情報の提供…etc

資格名簿

資格・試験管理
-申請審査

-名簿管理

-デジタル証発行

-各種通知 …etc

関係省庁 都道府県

資格名簿

資格名簿

士業団体 etc・・・

申請/照会

通知/資格表示等

データ連携

情報提供
NWS

住基ネット
マイナポータル

情報提供
サーバ

中間サーバ

国家資格等情報連携・活用システム

戸籍情報連携システム
（中間サーバ）

：構築対象

• 本施策は、現行では紙媒体を前提に運用されている多くの国家資格関係事務に対して、マイナンバー制度の
活用により、各種申請手続のオンライン化や資格情報の連携などのデジタル化を推進するものである。

国家資格等のオンライン・デジタル化のシステム構成図
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※2 医師、歯科医師、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、衛生検査技師、死体解剖、医師臨床研修修了者、歯科医師臨床研修修了者、医師少数区域
経験認定医師、薬剤師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、国家戦略特別区域限定保育士、保育士、介護支援専門員、准看護師、栄養士、難病指定医
（協力難病指定医）、小児慢性特定疾病指定医、税理士、小型船舶操縦士、行政書士、司法試験、司法試験予備試験、建築物環境衛生管理技術者、建築物調査員、建築設備等検査員、建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者、情報処
理安全確保支援士、海技士、調理師、精神保健指定医、キャリアコンサルタント、給水装置工事主任技術者、専門調理師、技能士（131種）、労働安全衛生法による免許（20種）、技能講習修了証（69種）、登録販売者、全国通訳案内士、地域
通訳案内士、職業訓練指導員、製菓衛生師、クリーニング師、受胎調節実地指導員、教員、一級建築士、二級建築士、木造建築士、マンション管理士、自動車整備士、海事代理士、衛生管理者、救命艇手、理容師、美容師、労働安全コンサルタ
ント、労働衛生コンサルタント、作業環境測定士、特定社会保険労務士、年金数理人

国家資格等のオンライン・デジタル化のスケジュール

※1 利用開始時に可能な手続きは資格ごとに異なる
令和7年4月時点の資格ごとの対応時期は下図を参照

令和６年８月６日（火）より、これまでは紙で行われていた介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、
公認心理師における氏名等の変更手続き※1や、デジタル資格者証の取得がオンラインでできるようになり、
これまでに社会保険労務士、保険医、保険薬剤師が加わりました（令和７年４月末時点７資格）。

◆住民票の写しや戸籍謄（抄）本の写しの添付も省略可能
◆登録免許税や手数料の支払いもオンラインでの決済（クレジットカード）が可能

令和７年度
以降

４資格
介護福祉士、社会福祉士、

精神保健福祉士、公認心理師

１資格
社会保険労務士

２資格
保険医、保険薬剤師

令和6年
11月29日

令和7年
2月25日

７７資格※2

行政書士、

キャリアコンサルタント、

登録販売者など
【資格登録者数】
介護福祉士 200万人、社会福祉士 30.6万人、精
神保健福祉士 10.9万人（令和6年6月末）
公認心理師 7.2万人（令和6年3月末）

3

令和6年
8月6日
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国家資格等のオンライン・デジタル化のメリット（資格保有者）

添付書類は省略

住民票や戸籍に関する書類はマイナンバーを活用して連携

オンライン決済に対応

申請に必要な支払いは、お知らせを受け取ってオンラインで決済

オンラインで申請できる

マイナポータルより、資格の新規取得・住所又は氏名等変更の申請ができる

国家資格
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登録情報をいつでも確認

確認したい時に、すぐに閲覧できる

デジタル資格者証を利用できる
デジタル資格者証※のデータを提供可能
※ 資格を保有していることの確認ができる電子データ

資格をお持ちの皆様やこれから取得される方は、新規取得や婚姻・引越しの際、また、デジタル資格者証が必要な際に、
マイナポータルよりご利用下さい。

令和６年度より、それぞれの国家資格で順次サービス開始します（実際の取扱いは資格により異なります）。
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国家資格システムでは、「デジタル資格者証」の発行が可能となります。
デジタル資格者証は国家資格システムが保有する名簿情報をもとに発行され、申請
者が当該資格情報を有することを確認することが可能です。当該資格者証には電
子署名を付与することで、改ざん検知が可能な仕組みを有しております。
なお、デジタル資格者証はPDF形式で発行され、主な用途としては印刷して利用い
ただくことを想定しております。

デジタル資格者証のイメージおよび掲載項目は以下のとおりとなります。

デジタル資格者証

# 構成要素 記載形式 備考

① 資格名称 〇〇資格証 -

② 氏名 苗字 氏名 -

③ 生年月日 yyyy/mm/dd -

④ 登録番号 第000000000号 桁数等は資格依存

⑤ 発行日/登録日/
交付日

yyyy/mm/dd -

⑥ QRコード - 検証用

⑦ 交付機関/者名 - 1点のみ記載

⑧ 本人写真 - 顔写真ありの場合のレイアウトも準備
予定

⑨ その他項目 - 上記以外で掲載項目が必要な場合、資
格証の裏面に表示

【デジタル資格者証イメージ】

※デジタル資格者証はマイナポータルから資格者本人がダウンロード可能となります。また、表示項目においては名簿情報に登録された氏名が表示されます（そのため、旧姓”表
記”には対応いたしません）。また、出力項目は各資格管理団体にて設定いただくことになります。（資格者本人の希望に沿って可変とはできません）

①

②

③

④

⑤

⑥
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3．印刷した資格者証を対面で提出 4．印刷した資格者証を郵送で提出

デジタル資格者証は二次元コードを読み込むことで有効性を確認できます。
紙の提出が必要な場合は印刷して送付も可能です。

1．対面でデジタル資格者証を提示 2．メールで資格者証データを添付し送付

（目視確認もスマホ読み取りも確認可能）

デジタル資格者証の活用方法

66



e-Govのサービス概要

● 平成13年度～：各府省庁がインターネットを通じて提供している行政情報を総合的に提供
● 平成18年度～：インターネット上の一つの窓口から、24時間365日いつでも申請・届出が可能
● 令和２年11月24日～：e-Govリニューアル版運用開始
● 令和５年３月31日～：e-Govデータポータルサービス運用開始
● 令和５年８月 ～：地方公共団体が提出先となる電子申請の試行運用開始
● 令和６年３月26日～：国・地方共通相談チャットボット運用開始

https://www.e-gov.go.jp

GSS/G-net

申請データ送信
公文書発行

パブリック・コメント
受付

情報登録

国民
企業等

インター
ネット

電子申請
主に事業者を対象とし
た、行政機関に対する
申請・届出等

法令検索
現行施行されている
法令を検索

データポータル
行政機関の
オープンデータを
横断的に検索
（https://data.e-gov.go.jp/）

パブリック・コメント
意見の提出や
募集状況の確認

情報登録

（これらの他、国・地方共通相談チャットボット、行政文書ファイル管理簿の検索、個人

情報ファイル簿の検索、各府省庁のウェブサイトページリンク集等がある。） 1 7



e-Gov利用実績（電子申請）

2

※１ 「電子政府構築計画」（2003年７月17日）を踏まえ、2001年４月に運用開始したe-Govに、2006年４月より、電子申請受付機能を追加。以降、2008年にか

けて各府省庁旧汎用受付等システムをe-Govに順次移行。

※２ 2014年９月までは、共同利用基盤上で運用。

※３ 「官民データ活用推進基本法」（2016年12月14日）に基づき、行政手続の申請、届出、処分の通知その他の手続に関して、オンラインを原則。

※４ 「規制改革実施計画」（2018年６月15日）等において、社会保険等の行政手続のオンライン化を進め、行政手続コストの削減を実現するため、2020年４月

から順次、大法人（資本金１億円以上等）電子申請が義務化。
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2,739万件

e-Govリニューアル（2020年11月）

・デザインの刷新

・法人共通認証基盤（gBizID）ログイン

・macOS対応

e-Gov電子申請開始

（2006年４月）（※１）

政府共通PF上で運用

（2014年10月～）（※２）

「オンライン利用拡大行動計画」

（2008年９月12日）を踏まえ、

受付システムの利用を促進し、

利用が低調なものを停止

（2010年度以降）

手続のオンライン原則

（※３）

社会保険関係手続の

オンライン義務化

（※４）

民間ソフトウェア等から

直接e-Govオンライン

申請を行うAPI機能の

本格運用（2015年４月）

デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年

６月７日閣議決定）において、既存の情報システム（マ

イナポータル、e-Gov 等）の利用を第一に検討し、申

請件数が少ない場合等には、ウェブサイト内の簡易な申

請ページや電子メールで対応する旨を規定。
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